
 埼玉県道路交通法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和２年３月13日 

埼玉県公安委員会委員長 野 瀬 清 喜 

埼玉県公安委員会規則第２号 

埼玉県道路交通法施行細則の一部を改正する規則 

埼玉県道路交通法施行細則（昭和41年埼玉県公安委員会規則第２号）の一部を次のように改

正する。 

第11条第１項中「２通」を削り、同条第２項を次のように改める。 

２ 前項の選任の届出書には、次の各号に掲げる者の別に応じ、それぞれ当該各号に掲げる書

類を添付するものとする。  

(1) 安全運転管理者 

ア 選任された者の住民票の抄本又は運転免許証等（選任された者が本人であることを確

認するに足りる公的機関が発行した書類で氏名、生年月日及び住所が確認できるものに

限る。）の写し（以下これらをこの項において「本人確認書類等」という。） 

イ 選任された者の運転管理経歴を証明する書類（公安委員会が行う教習を修了した者に

あっては修了証書の写し。以下この項において同じ。） 

ウ 自動車安全運転センター法（昭和50年法律第57号）第29条第１項第４号に規定する書

面で、選任された者の運転記録の証明に関する事項を記載したもの（以下この項におい

て「運転記録証明書」という。） 

(2) 副安全運転管理者 

ア 本人確認書類等 

イ 選任された者の運転管理経歴を証明する書類又は自動車安全運転センター法第29条第

１項第４号に規定する書面で、選任された者の運転免許に係る経歴の証明に関する事項

を記載したもの（以下この項において「運転免許経歴証明書」という。）（運転免許経

歴証明書を添付しようとする者が現に自動車の運転免許を受けているときは、その運転

免許証の写しをもって運転免許経歴証明書に代えることができる。この場合において、

前記アの本人確認書類等として運転免許証の写しを添付する者にあっては、このイの規

定に基づく運転免許証の添付は要しないものとする。） 

ウ 運転記録証明書 



 第11条第３項中「あつた」を「あった」に改め、同条第４項各号列記以外の部分中「あつた」

を「あった」に改め、同項第１号中「届出者の住所、名称若しくは氏名又は」を削る。 

別記様式第９及び別記様式第９の２を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



附 則 

１ この規則は、令和２年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行の際、この規則による改正前の埼玉県道路交通法施行細則別記様式第９及

び別記様式第９の２による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。 

 


